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区
及
び
教
育
委
員
会
の 

イ
ク
ボ
ス
宣
言

 
　

子
育
て
中
の
職
員
に
対
す
る

管
理
職
の
対
応
基
準
な
ど
は
あ
る

の
か
。

 
　

育
児
休
業
、
部
分
休
業
、
時

差
勤
務
な
ど
様
々
な
制
度
が
あ
る
。

そ
れ
ら
を
利
用
す
る
際
、
職
員
か

ら
の
申
請
に
よ
り
、
管
理
職
が
承

認
を
し
て
い
る
。

 
　

部
活
動
の
外
部
指
導
員
の
候

補
と
な
る
人
材
に
、
指
導
者
養
成

講
座
を
案
内
す
べ
き
で
は
。

 
　

広
報
紙
な
ど
を
通
じ
て
、
新

た
な
地
域
の
人
材
を
募
集
し
た
い
。

ま
た
、
教
育
委
員
会
と
連
携
し
、

人
材
の
発
掘
に
努
め
て
い
く
。

 
　

部
活
動
に
つ
い
て
は
外
部
指

導
員
だ
け
で
は
な
く
、
必
ず
学
校

及
び
教
職
員
が
関
わ
る
べ
き
で
は
。

 
　

部
活
動
の
顧
問
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
教
員
が
務
め
て
い
く
。

授
業
日
数
の
確
保

 
　

２
学
期
制
を
３
学
期
制
に
戻

問答問答問答問

し
て
も
、
授
業
日
数
の
確
保
は
可

能
で
は
な
い
か
。

 
　

授
業
日
数
は
、
ほ
と
ん
ど
変

わ
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

中
野
区
の
分
煙
推
進

 
　

中
野
駅
北
口
広
場
や
南
口
バ

ス
ロ
ー
タ
リ
ー
に
、
加
熱
式
た
ば

こ
専
用
エ
リ
ア
を
設
置
し
て
は
。　

 
　

民
間
で
設
置
し
て
い
る
事
例

を
調
査
し
、
研
究
す
る
。

通
学
路
の
安
全
確
保

 
　

ウ
ェ
ブ
カ
メ
ラ
の
設
置
で
は
、

ビ
ー
コ
ン
（
位
置
情
報
等
を
取
得

す
る
た
め
の
装
置
）
が
後
づ
け
で

き
る
よ
う
に
進
め
、
設
置
場
所
も

通
学
路
や
震
災
時
の
避
難
場
所
付

近
な
ど
重
要
ポ
イ
ン
ト
を
選
定
し
、

設
置
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 
　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
を
考

慮
し
な
が
ら
、
ど
の
地
域
が
重
要

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
か
を
調
査
・
把

握
し
、
慎
重
に
対
応
策
を
判
断
し

て
い
き
た
い
。

答問答問答

労
働
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

 
　

今
後
、
具
体
的
な
実
施
方
法

を
検
討
し
て
い
く
と
の
こ
と
だ
が
、

労
働
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
内
容
を
評
価
す
る
こ

と
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

 
　

雇
用
契
約
と
労
使
協
定
、
安

全
衛
生
関
係
等
、
専
門
的
知
見
を

要
す
る
内
容
に
つ
い
て
、
書
類
確

認
、
事
業
者
及
び
従
事
者
へ
の
ヒ

ア
リ
ン
グ
、
現
地
調
査
等
に
よ
り

実
施
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

 
　

専
門
家
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
の
実
施
で
、
更
に
踏
み
込
ん
だ

把
握
が
で
き
る
と
思
う
が
、
取
り

組
み
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
効

果
が
期
待
で
き
る
の
か
。

 
　

従
事
者
の
労
働
環
境
の
向
上

等
に
よ
り
、
事
業
の
安
定
的
、
継

続
的
な
実
施
や
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

に
結
び
つ
く
と
考
え
て
い
る
。

防
犯
カ
メ
ラ
維
持
管
理
費

 
　

鷺
宮
三
丁
目
町
会
で
は
、
年

間
で
１
台
約
４
万
円
の
維
持
費
が

か
か
っ
て
い
る
が
、
教
育
委
員
会

で
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る

問答問答問

町
会
も
あ
り
、
差
が
大
き
い
。
区

に
は
町
会
・
自
治
会
等
が
設
置
し

た
防
犯
カ
メ
ラ
と
、
区
が
通
学
路

等
に
設
置
し
た
防
犯
カ
メ
ラ
が
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
子
ど
も
の
安
全

や
ま
ち
の
安
全
を
守
る
目
的
で
設

置
し
て
い
る
。
行
政
の
バ
ラ
ン
ス

と
い
う
観
点
か
ら
、
力
強
く
施
策

展
開
を
し
て
欲
し
い
が
ど
う
か
。

 
　

防
犯
カ
メ
ラ
の
維
持
管
理
コ

ス
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
負
担
に
応

じ
た
適
切
な
支
援
の
在
り
方
を
検

討
し
て
い
き
た
い
。

０
歳
児
保
育
の
費
用

 
　

区
で
は
、
０
歳
児
保
育
に
お

い
て
、
公
立
・
民
営
・
保
育
マ
マ

の
場
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
１
カ
月
に

い
く
ら
費
用
が
か
か
る
の
か
。

 
　

区
立
保
育
園
で
は
約　

万
３

４５

千
円
、
私
立
保
育
園
で
は
約　

万
２４

４
千
円
、
家
庭
的
保
育
事
業
で
は

約　

万
５
千
円
と
な
っ
て
い
る
。

２０
答問答

専
門
的
業
務
を
担
う
人
材
の
活
用

 
　

す
こ
や
か
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

は
、
専
門
職
が
専
門
と
は
関
係
な

い
窓
口
業
務
等
を
担
っ
て
い
る
。

財
政
効
果
の
点
か
ら
も
疑
問
で
あ

る
。
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
中
心
的
な

存
在
で
あ
る
保
健
師
が
身
軽
に
な

ら
な
い
と
、
緊
急
対
応
等
に
即
時

的
な
対
応
が
で
き
な
い
の
で
は
。

 
　

保
健
師
の
働
き
方
に
つ
い
て
、

更
に
役
割
が
果
た
せ
る
よ
う
進
め

問答

て
い
く
。

特
別
支
援
教
育

 
　

特
別
支
援
教
育
の
実
効
性
を

高
め
て
い
く
た
め
に
は
、
他
の
生

徒
と
の
調
和
が
図
れ
る
よ
う
に
工

夫
を
す
る
等
、
更
な
る
努
力
が
必

要
と
考
え
る
が
、
区
の
見
解
は
。

 
　

現
在
も
教
員
の
指
導
力
の
向

上
や
、
専
門
的
な
視
点
か
ら
の
支

援
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

問答

公
園
の
水
景
施
設

 
　
（
仮
称
）弥
生
町
六
丁
目
公
園

や
平
和
の
森
公
園
に
整
備
さ
れ
る

予
定
の
水
施
設
は
、
子
ど
も
た
ち

が
中
で
遊
べ
る
も
の
な
の
か
。

 
　

水
遊
び
が
で
き
る
、
深
さ　
１５

～　

セ
ン
チ
程
度
の
水
場
と
な
る

２０
予
定
で
あ
る
。

待
機
児
童
対
策
と
保
育
園
整
備

 
　

か
つ
て
橋
場
保
育
園
の
建
て

問答問

替
え
が
近
隣
調
整
な
ど
の
事
情
で

翌
年
度
に
ず
れ
込
ん
だ
。
打
越
保

育
園
な
ど
、
来
春
開
設
予
定
の
保

育
園
は
そ
ろ
そ
ろ
着
工
の
リ
ミ
ッ

ト
を
迎
え
て
い
る
と
思
う
が
、
工

事
は
順
調
に
進
ん
で
い
る
の
か
。

 
　

周
辺
住
民
へ
の
丁
寧
な
説
明

な
ど
を
通
じ
、
理
解
と
協
力
を
得

な
が
ら
、
出
来
る
限
り
早
期
に
整

備
で
き
る
よ
う
調
整
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

答

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

 
　

職
員
は
高
齢
者
、
障
が
い
者
、

外
国
人
、
Ｌ
G
Ｂ
Ｔ
等
に
、
配
慮

等
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
。

 
　

全
て
の
方
を
想
定
し
、
職
員

の
理
解
と
行
動
を
促
進
し
て
い
く
。

 
　

障
が
い
児
・
者
や
外
国
籍
女

性
や
Ｌ
G
Ｂ
Ｔ
へ
の
Ｄ
Ｖ
や
性
暴

力
に
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

 
　

支
援
の
充
実
等
を
進
め
る
。

 
　

障
が
い
者
や
外
国
人
や
同
性

問答問答問

カ
ッ
プ
ル
の
居
住
が
制
限
さ
れ
な

い
施
策
が
必
要
で
は
な
い
か
。

 
　

入
居
の
制
限
を
受
け
る
こ
と

が
な
い
よ
う
検
討
を
進
め
た
い
。

様
々
な
子
ど
も
の
生
涯
支
援

 
　

不
登
校
児
童
、
要
日
本
語
指

導
児
童
等
の
義
務
教
育
後
の
継
続

支
援
の
現
状
は
。

 
　

必
要
に
応
じ
て
行
っ
て
い
る

が
、
対
応
強
化
が
必
要
と
考
え
る
。

答問答

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

 
　

改
定
案
作
成
後
に
区
民
意
見

交
換
会
等
を
行
う
と
の
こ
と
だ
が
、

案
が
で
き
た
後
で
は
意
見
の
反
映

は
難
し
い
。
案
に
つ
い
て
の
意
見

を
聴
く
の
で
は
な
く
、
案
を
つ
く

る
た
め
に
意
見
を
聴
く
よ
う
な
、

区
民
参
加
の
仕
組
み
が
必
要
で
は
。

 
　

区
民
意
見
を
反
映
さ
せ
る
方

法
に
つ
い
て
工
夫
し
て
い
く
。

問答

食
用
油
の
回
収
拠
点

 
　
　

年
２
月
に
ご
み
ゼ
ロ
推
進

３０

分
野
が
リ
サ
イ
ク
ル
展
示
室
に
移

転
し
、
回
収
拠
点
が
な
く
な
る
と
、

回
収
量
が
減
っ
て
し
ま
う
。
利
便

性
が
高
い
現
在
の
場
所
に
代
わ
る

拠
点
と
し
て
、
区
役
所
や
区
中
心

部
の
区
有
施
設
等
を
検
討
し
て
は
。

 
　

区
役
所
も
含
め
、
区
民
に
と

っ
て
利
便
性
の
高
い
場
所
を
回
収

拠
点
に
す
る
こ
と
を
検
討
し
た
い
。

問答

区
民
意
見
の
区
政
へ
の
反
映
方
法

 
　

区
民
が
、
説
明
会
や
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
き
に
て
意

見
を
述
べ
て
も
、
署
名
を
提
出
し

て
も
、
議
会
に
陳
情
し
採
択
さ
れ

て
も
区
は
計
画
を
変
更
し
な
い
。

主
権
者
で
あ
る
区
民
の
意
見
を
区

政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
方
法
は
。

問

 
　

施
策
に
個
々
の
意
見
の
反
映

が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
区
民
意

見
の
反
映
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。

災
害
時
の
ご
み
出
し
方
法
の
周
知

 
　

区
は
、
震
災
廃
棄
物
の
発
生

を　

万
ト
ン
と
想
定
し
て
い
る
。

９０
平
常
時
か
ら
災
害
時
の
ご
み
の
出

し
方
や
臨
時
集
積
所
の
位
置
な
ど
、

答問

災
害
ご
み
の
出
し
方
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
作
成
し
、
周
知
徹
底
し
て
は
。

 
　

災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い

て
の
検
討
を
踏
ま
え
、
平
常
時
か

ら
の
周
知
等
を
検
討
し
た
い
。

答

自
由
民
主
党
議
員
団

若
林　

し
げ
お

自
由
民
主
党
議
員
団篠　

国
昭

無
所
属

む
と
う　

有
子

無
所
属

近
藤　

さ
え
子

無
所
属

石
坂　

わ
た
る

無
所
属

小
宮
山　

た
か
し

無
所
属

細
野　

か
よ
こ

q

s

r

t
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v
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v
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●
声
の
区
議
会
だ
よ
り

　

目
の
不
自
由
な
方
の
た
め
に
、
区
議
会
だ

よ
り
を
朗
読
録
音
し
た
Ｃ
Ｄ
・
デ
イ
ジ
ー
版

Ｃ
Ｄ
「
声
の
区
議
会
だ
よ
り
」
を
発
行
し
て

い
ま
す
。

　

郵
送
に
よ
り
無
料
で
貸
し
出
し
ま
す
。
利

用
を
ご
希
望
の
方
は
、
区
議
会
事
務
局
（
電

話
０
３
―
３
２
２
８
―
５
５
８
５
）
ま
で
。

　
視
覚
障
害
者
の
方
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

-

/

.

0

1111

2222

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

　

本
会
議
や
委
員
会
の
傍
聴
は
、
ど
な
た
で
も
で
き
ま
す
。

傍
聴
希
望
の
方
は
、
会
議
の
当
日
、
区
議
会
事
務
局
（
区

役
所
議
会
棟
３
階
）
で
傍
聴
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
は
会
議
開
会
の
１
時
間
前
か
ら
、
入
場
は　

分
前
か

３０

ら
に
な
り
ま
す
。
本
会
議
は
定
員
１
０
０
人
、
委
員
会
は

定
員　

人
で
す
。

１５

　

な
お
、
携
帯
電
話
な
ど
電
子
機
器
を
お
持
ち
の
方
は
、

必
ず
電
源
を
お
切
り
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
区
議
会
事
務
局

　
　
　
　
　

電
話
０
３
―
３
２
２
８
―
８
８
７
０

区
議
会
を
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か


